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経営課題1

用語・事業 説明

地域活動協議会
おおむね小学校区を範囲として、地域団体や住民、企業等地域のまちづくりに関
するさまざまな団体が集まり「豊かなコミュニティ」を形成するためのしくみで
す。東淀川区では、区内全17か所で『地活協』が活躍しています。

地域づくりアドバイザー
地域活動協議会を中心とした、地域における自律的なまちづくりの活動の支援
や、区役所におけるまちづくり事業全般に関する企画、運営への助言を、高い専
門性をもって行うことを主な業務とする職員です。

SNS
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略です。インターネットを経由して
他者とのコミュニケーションを行うためのツールです。（区公式のものとしてX
（旧Twitter）、LINE、Facebook、YouTubeがあります。）

区民まつり
人と人との「つながり」や「きずな」の大切さを感じ、コミュニティに参加して
いただくために開催しています。

東淀川みらいEXPO
地域課題の解決を願う地域と、貢献活動に関心のある企業・教育機関・NPO・個
人等が意見や情報の交換ができる場を設けることで、連携・協働が促される機会
の場づくりを行うものです。

BCP

組織(企業・事業者・各種団体等)が地震や風水害をはじめとした自然災害、大火
災、感染症の拡大等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小
限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、
平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決
めておく計画のことです。

阪急電鉄の高架化

阪急京都線と千里線の約7.1kmを高架化するもので、17か所の踏切除却と交差道
路等の整備を行うことで、都市内交通の円滑化とともに市街地の一体化による都
市の活性化を図ることを目的としています。また、高架下空間を活用したまちづ
くりについて、現在、地域の意見を伺っているところです。

柴島浄水場の機能集約に伴う
用地開発

柴島浄水場にある水道施設の一部を集約することで生まれることが見込まれる用
地（合計約12ha）における開発で、多種多様な都市機能の導入による土地の高度
利用を進めることで、駅からまちへ人を呼び込み、にぎわいのさらなる創出を図
ることとしています。

新大阪駅周辺の都市再生のま
ちづくり

北陸新幹線やリニア中央新幹線等の整備が予定され、都市再生緊急整備地域に指
定されている新大阪駅エリアを中心として、十三駅エリア、淡路駅エリアを含む
新大阪駅周辺地域において、20年から30年先を見据えた新しいまちづくりの検討
が国、大阪府市等により進められています。

PDCAサイクル

「ＰＤＣＡ」とは、ものごとを上手く進めていくための考え方の一つです。Ｐｌ
ａｎ（計画）により行動の計画を立て、Ｄｏ（実行）により計画に沿って行動
し、Ｃｈｅｃｋ（評価）により実行した成果を確認し、Ａｃｔｉｏｎ（改善）に
より評価の結果に基づき行動を継続的に改善することにより行動を改善し続ける
ことをいいます。



新大阪駅東口のまちづくり
公共施設廃止や市営住宅建替えに伴う余剰地が見込まれる新大阪駅東口のまちづ
くりについて地域が中心となって意見交換し、官民連携によるまちづくりを進め
ています。

もと西淡路小学校の活用

西淡路地域における約13,000㎡にもなる貴重な公共用地の活用策を検討するにあ
たり、当該用地の一部に避難所などの機能を確保することを条件に、事業用定期
借地により土地を貸し付け、地元地域や活用事業者のニーズを踏まえ、にぎわい
創出の拠点となるよう検討を進めています。

マーケットサウンディング

マーケットサウンディングとは、市が実施する公共施設の整備や運営、公的不動
産の利活用などの事業検討段階において、民間事業者の意見や新たな提案等を把
握し、新たな事業案件の形成や事業の進展を図ることを目的として実施する市場
調査・情報収集のことです。



経営課題2

用語・事業 説明

ネウボラ

フィンランド発祥の取り組みで、妊娠期から出産、子どもの就学前までの間の総
合的な支援をネウボラといいます。ネウボラでは、一人の保健師が子どもやその
家族と対話を重ねながら継続的に担当することになっており、医療や健康に関す
ることだけでなく、子どもの成長や子育て、家庭の問題など、その時々の悩みを
相談できる場所でもあります。
東淀川区では、母子保健を担う保健師を地区担当制としており、妊娠期から子育
て期に至るまでの切れ目のない子育て支援を「東淀川区版ネウボラ」として実施
しています。

母子保健事業 母性ならびに小児の健康の保持・増進を図るための事業です。

アウトリーチ 積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけることです。

青少年育成区民大会
青少年育成推進会議が実施する事業のひとつで、広く青少年健全育成活動の必要
性や重要性を知ってもらうための活動です。例年、講演会などを開催していま
す。

ヤングケアラ―
一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話等を日常的に
行っていることで、負担を抱える、若しくは、こども・若者の権利が侵害されて
いる可能性がある、こども・若者としています。

こどもサポートネット
令和２年度より全区展開している事業です。こどもたちが多くの時間を過ごす学
校に着目し、学校生活や家庭訪問を通じた教師の「気づき」を区役所の福祉制度
や地域による支援などにつなぐ仕組みのことです。

スクリーニング会議

「こどもサポートネット」において、全ての児童・生徒等の課題や現況等につい
て記載するスクリーニングシートを学校園が作成し、要支援者を校内で共有把握
する「スクリーニング会議Ⅰ」と学校園と区役所が連携した支援が必要であると
判断した要支援者等を協議する「スクリーニング会議Ⅱ」があります。
区独自事業の「保育所・幼稚園等版こどもサポートネット(こどもみのりサポー
トネット）」においてのスクリーニング会議は「こどもサポートネット」のスク
リーニング会議Ⅱにあたります。

学校を活用した地域連携事業

住民主体の地域運営による地域の活性化の促進を目的とし、地域住民の自主的な
学習活動の場や継続的なスポーツ活動の場を提供するとともに、地域による学校
支援の仕組みづくりを推進しています。（生涯学習ルーム事業・はぐくみネット
事業・学校体育施設開放事業の３事業をさしています。）

はぐくみネット事業
各小学校区に学校・家庭・地域の情報・意見交換の場を設け、学校に地域の力を
導入してこどもの育みを支援する事業です。

生涯学習ルーム事業
区内の小学校等の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活
動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会
の提供を行うことを目的として実施しています。

学校体育施設開放事業
学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、住民が自主的・主
体的にその管理・企画・運営を行って、スポーツ活動の場・機会を広く地域住民
に供する事業です。



青少年指導員
大阪市長が委嘱しています。地域における青少年の健全育成活動および非行防止
活動を推進のため非行防止のための夜間巡視や、青少年健全育成のための啓発・
事業の企画運営をしています。

青少年福祉委員
大阪市長が委嘱しています。青少年指導員活動を側面的に援助するとともに、青
少年問題の啓発と、青少年をとりまく社会環境の浄化活動を推進しています。

民間事業者を活用した課外学
習事業(こぶしのみのり塾)

区内在住・在学の小中学生を対象に、子どもの習熟度に応じた基礎学力の向上及
び学習習慣の形成並びに定着を図るため、区役所と民間事業者が協定を締結し、
区内中学校等の施設を活用して課外授業（いわゆる塾）を開講しています。な
お、「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用した場合、実質負担額０円で受講
することができます。

分権型教育行政
平成27年度から学校や地域の実情、課題に応じた取り組みができるよう学校長の
裁量拡大とともに、区長が教育委員会事務局区担当教育次長を兼務し、区役所が
区のニーズにあった独自の取り組みを展開しています。

区教育会議

区における教育振興関連施策及び事業について、立案段階から保護者、地域住民
等の委員の意見を反映させ、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くことを目
的として開催する会議です。当区においては、その趣旨から区政会議教育・健
康・福祉部会の委員が区教育会議の委員を兼ねています。

区教育行政連絡会
区における本市施策のうち、学校と関連するものの推進に関し、区長（教育委員
会事務局区担当教育次長）が区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を
行うことを目的として開催する会議です。



経営課題3

用語・事業 説明

東淀川区社会福祉協議会（区
社協）

住民一人ひとりの福祉ニーズに対応し、みんなが安心して暮らせるまちづくりの
実現をめざし、在宅福祉サービスの推進のための事業や地域が抱えているさまざ
まな福祉問題を地域全体の問題ととらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解
決を図っていくために、住民の福祉活動の組織化・支援を行うのが区社会福祉協
議会の役割です。
なお、東淀川区社会福祉協議会は東淀川区役所と「地域福祉活動の支援にかかる
連携協定」を締結しています。

地域福祉コーディネーター

各地域において、支援の担い手となり得る住民による地域福祉コーディネーター
を配置することで、地域における様々な生活課題を抱えた住民の相談への対応、
緊急時の一時的な援助、また、福祉の制度につなぐ役割を果たしています。「地
域における見守りネットワーク強化事業」で、東淀川区社会福祉協議会に所属し
ている保健・福祉・医療等に関する専門的知識と経験を有するコミュニティソー
シャルワーカー（ＣＳＷ）と連携し、切れ目のない支援体制の構築をめざすとと
もに、地域における住民主体のコミュニティづくりを推進しています。

地域福祉コーディネーター連
絡会

地域福祉コーディネーター全員が一堂に集まり、社会福祉協議会から各種制度の
説明や区役所からの連絡事項を共有する場で、隔月で開催しています。各地域に
おける情報や支援方法等についても情報共有することで、地域福祉コーディネー
ターの資質向上の場にもなっています。

地域別保健福祉計画

大阪市では地域福祉を推進するために、平成30年に「大阪市地域福祉計画」、令
和３年に「第２期大阪市地域福祉計画」を策定しています。また、各区で大阪市
地域福祉計画と一体となる「地域福祉計画」を策定しています。東淀川区では、
区の特色や実情に応じた取り組みを推進するために、地域福祉、地域保健、生涯
学習、子育てといった分野を包括する、総合的・体系的な計画として平成28年に
「東淀川区地域保健福祉計画」、令和３年に「第２期東淀川区地域保健福祉計
画」を策定しました。
なお、地域によって年齢別人口、高齢化率、地域活動の種類、課題、社会資源は
違うため、それぞれの地域にあった計画が必要で、それが地域別保健福祉計画で
す。体裁やボリュームにルールはございません。例えばA４サイズ１枚程度で
も、携帯しやすいようなカード式等でも、地域のみなさまが作成しやすいような
体裁やボリュームを選択していただきたいです。
区役所としましては、さまざまな機会にそう難しく考えなくてもいいということ
を啓発していきます。

アセスメント 人やものごとを客観的に評価・分析することです。

地域別保健福祉計画策定推進
サポーター

東淀川区役所に１名配置し、地域住民及び関係機関との連携を支援することで、
地域住民による地域における災害時にも活かせる見守りネットワークの構築を推
進するとともに、個別避難計画作成推進のため新規に地域課へ配置される「個別
避難計画作成推進サポーター」(１名)と連携しながら、各計画の策定機運の醸成
を支援することで、地域の課題を地域で解決する地域力の構築を推進します。地
域住民による各計画の策定を早期に実現するため、各計画策定の一体的な取組に
向けたサポートを行います。

西部地域アクションプラン

「東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり構想」の実現に向けた具体的なまち
づくり活動を進めるため、各地域が取組計画をアクションプランとして策定する
ものです。「地域別保健福祉計画」等とも連携を図り策定することとしており、
現時点で、西部地域８地域のうち２地域が策定済みとなっています。



個別避難計画
災害が発生した時に、要援護者一人ひとりに対しての避難を支援することができ
るよう、要援護者の状況や避難先、避難を支援する方、配慮が必要なことなどを
あらかじめ記載したものです。

制度の狭間
ごみ屋敷や引きこもり、不登校など個人や世帯に課題があっても、利用できる包
括的な福祉サービスがないことです。

支援につながりにくい生活課
題

８０５０問題などの、80代の親の年金をあてに生活をしている50代の引きこもり
の子など、親と子双方の支援と世帯全体の支援が必要な場合等、問題が複合的な
場合などです。

包括的な相談窓口体制
地域住民の複合・複雑化した課題に対して、個人のみでなく世帯として一体的に
相談を受け止め、適切な支援機関につなぐことにより、課題への分野横断的・包
括的な支援ができるようになる相談窓口体制のことです。

困サポ
「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会」の通称。「東淀川区生活困窮者サ
ポートネット連絡会」を参照してください。

つながる場
「総合的な支援調整の場」の通称。「総合的な支援調整の場」を参照してくださ
い。

東淀川区生活困窮者サポート
ネット連絡会（困サポ）

区内に拠点を置き、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体及び教育
機関等並びに行政の担当者で組織する生活困窮者を支える地域づくりを目的とし
たネットワークのことです。

支援全体会議

生活困窮者自立支援法第９条に定められた会議。生活困窮者の早期発見及び迅速
な支援を行うことや、自らが支援を求めることが困難な人たちの自立を支援する
ために、関係機関が支援の考え方や情報を共有し連携することで適切な支援を図
ることを目的とする会議です。

ひがよどなごみ勉強会

困難な状況で育ち、対人関係の問題や不登校傾向のある小学５年生から高校生ま
でを対象として、自尊感情を育成し、意欲喚起を促す「居場所」と、小学生・中
学生については高校進学を実現し、高校生については中退を防止する「基礎的な
学力を形成する場」を兼ね備えた勉強会を実施し、貧困の連鎖を解消することを
目的としています。

総合的な支援調整の場（つな
がる場）

１つの相談支援機関だけでは解決できない複合的な課題を抱えた人や世帯に、そ
の世帯に関わりのある全ての支援機関の支援者や行政等が一堂に会し、世帯全体
の支援方針について情報共有・検討する場のことです。

特定健診
特定健診は、メタボリックシンドロームに着目した健康診査です。内臓脂肪の蓄
積を把握することにより、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予
防を図ることを目的としています。

フレイル予防
「フレイル」とは加齢により心身が衰えた状態のことです。対策を行えば、元の
健康な状態に戻る可能性がありますので、予防が重要です。

在宅医療
通院が困難になった時、かかりつけ医の訪問による診療を受けながら、自宅など
住み慣れた場所で療養を行うことです。

いきいき百歳体操
手首・足首におもりをつけて椅子に座って行う30分の筋力づくり運動のことで
す。

健康寿命 心身ともに自立し、健康的に生活できる期間のことです。

受動喫煙 タバコからでてくる煙や吐き出された煙を吸わされることです。



わくわく！いきいき百歳体操
いきいき百歳体操の希望される拠点に、30分の講座を取り入れ、寝たきり認知
症・閉じこもり予防に取り組みます。

在宅医療・介護連携推進会議
在宅医療と介護の連携を推進し、地域の課題を抽出して、その対応策を検討する
ための会議です。



経営課題4

用語・事業 説明

自助・共助・公助
自助は自分自身で安全を守ること、共助は地域や周囲の人々と助け合うこと、
公助は行政など公的機関による支援や救助のことです。

福祉避難所
災害時において、高齢者や障がい者等、一般の避難所生活において特別な配慮
を必要とする方々を対象に開設される避難所のことです。

要配慮者支援
要配慮者支援とは、災害時に高齢者や障がい者、乳幼児など特に配慮が必要な
方々が安全に避難できるよう支援を行うことです。

新大阪駅周辺地区帰宅困難者
対策協議会

新大阪駅周辺地区において、災害が発生した場合において公共交通機関の運行
の停止等により徒歩で容易に帰宅することができない者（帰宅困難者）の支援
体制の構築を図ることを目的に、災害対策基本法第７条及び大阪市防災・減災
条例第25条第６項で定める大阪市及び他の事業者、地域住民、鉄道事業者等の
連携及び協力に努めるために設置された組織のことです。

個別避難計画作成推進サポー
ター

東淀川区役所に１名配置し、個別避難計画・避難行動要支援者名簿の管理の
外、要支援者への事業説明等を行い、地域別保健福祉計画の取り組み等と連携
して、個別避難計画作成のサポートを行います。

特殊詐欺
犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公的機関の職員などを装って相手を信
じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取る犯罪。

青色防犯パトロール活動
一定の要件の下に、警察から青色回転灯を装備する自動車による自主パトロー
ルを適正に行うことができる旨の証明を受けた団体による、地域における子ど
もの見守り活動等の自主防犯パトロールのことです。

ツーロック促進
自転車等のメインの鍵とは別に補助的な鍵を追加し、合計２つ以上の鍵をかけ
ることを推進する活動。２つ以上の鍵をすることで自転車等の盗難防止に繋げ
る狙いがあります。

春・秋の交通安全運動

広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向
けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし
て、毎年、春と秋の2回実施しています。

交通反則制度（青切符）
比較的軽微な交通違反（青切符が交付される違反）に対して、反則金を納める
ことで刑事裁判を受けずに事件を終結させられる制度です。
R8.4.1より自転車利用時にも適用されます。



経営課題5

用語・事業 説明

ICT
情報処理・情報通信分野の関連技術の総称。「information and communication
technology」の略です。

区政会議
区の実施する施策・事業について、立案段階から実施後の評価まで、区民等の意
見を聴き、区政に反映させるため、区長が区政会議委員を招集して開催する会議
です。

運営方針 将来ビジョンをもとに単年度の事業展開の方向性等をとりまとめたものです。

東淀川区将来ビジョン
2022～2026

区のめざす将来像である「住んでよかった、住み続けたい東淀川区」の実現に向
け、2022年から2026年の5年間に行う事業展開の方向性等をとりまとめたもので
す。

市民の声

区政・市政に関するご意見・ご要望等をインターネット、電話、ファックス、投
書、来訪、ご意見箱等により受け付け、本市施策へ反映させ、信頼される区政・
市政の実現をめざすとともに、ご意見等の要旨と本市の回答を紹介し、情報共有
している取組です。

フォロワー数
区公式SNS（X、LINE、Facebook、YouTube）の投稿を見られるように登録してい
る人の数です。

東淀川区マスコットキャラク
ター

平成17年２月に区政80周年を記念して、区民からの公募により誕生した、東淀川
区キャラクター「こぶしの みのりちゃん」。イベントや行事等に登場し、東淀
川区をアピールしています。

東淀川区住みます芸人
市民サービスの向上及び地域の一層の活性化を目的に、大阪市と吉本興行株式会
社が協定を締結し、24組の芸人が各区に実際に住んで、地域を盛り上げていま
す。当区住みます芸人は「福人（ふくんちゅ）」です。

プッシュ通知
アプリからユーザーのスマートフォンなどの端末に、お知らせを自動で届ける機
能です。

大阪市LINE公式アカウント
大阪市が運用するLINEアカウントです。友だちになり、区名と知りたい（ほし
い）情報のカテゴリを設定することで、必要な情報だけを受信することができま
す。

セグメント配信

ユーザー（区民等）が受け取る情報を選択できる機能です。
区民等が区名と知りたい（ほしい）情報のカテゴリを受信設定することで、必要
な情報が必要な人に届きます。
※カテゴリは「くらし・住まい」、「防災」、「防犯・地域安全」、「こども・
教育」、「高齢者」、「生活福祉・障がい」、「健康・医療」等、15種類ありま
す。

コンビニ交付
マイナンバーカードを利用して本市が発行する証明書（住民票の写し、印鑑登録
証明書等）が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチコピー機）
から取得できるサービスです。

大阪市DX戦略

データやデジタル技術の活用を前提に、サービスの利用者の目線で、
大阪市のまちや地域のあり方、サービスや行政のあり方を再デザインし、社会環
境の変化にも的確に対応していくことにより、大阪市で生活、経済活動を行う多
様な人々がそれぞれの幸せ(Well-being) を実感できる都市へと成長・発展させ
ることとし、大阪市のあらゆる行政分野・施策を対象として取り組んでいくため
の方針をとりまとめたものです。



行政キオスク端末
マイナンバーカード等及びスマホに登載した利用者証明用電子証明書を利用して
住民票等の証明書が取得できる機器。コンビニエンスストア等のキオスク端末
（マルチコピー機）の行政仕様のもの。

申請書作成支援システム
マイナンバーカードから基本４情報（氏名・住所・生年月日・性別）を読み取る
機器。手続きに必要な届出書や申請書等に読み取った基本４情報が記載された申
請書等を印刷できます。

レジのキャッシュレス化
社会的なキャッシュレス化の広がりをふまえ、区役所窓口の住民票等発行手数料
の様々な支払い手段（クレジットカード、QRコード決裁）を選択できるレジを導
入し、市民の利便性向上を図ります。

大阪市行政オンラインシステ
ム

大阪市の行政手続きの受付をインターネットで行うもの。
窓口や郵送などで行っていた申請・届出などの各種手続を、インターネットから
オンラインで行うことができます
（大阪市行政オンラインでできる手続きの一例）
マイナンバーカードとクレジットカード等を利用して、住民票の写し等の請求が
いつでも簡単に申請でき、郵送で受け取れます。

東淀川区オリジナル婚姻届

ご結婚されるお二人の輝かしい門出と明るい未来を心からお祝いする気持ちと、
東淀川区で楽しく幸せな家庭を築いてほしいという職員の思いから始まり、大阪
成蹊大学との協働によりデザインし、3種類の東淀川区オリジナル婚姻届を作成
し配付しています。

窓口支援システム
自治体が保有する住民データを使用して自動で申請内容に反映する申請書作成支
援機能や、聞き取った内容に基づき必要な手続きを案内するガイダンス機能を有
するシステムです。

内部統制機能
業務の適正を確保（効率的かつ効果的な業務遂行、不適切な事務処理の未然防
止・予防）するために、法令に基づき全市で取り組んでいる仕組みのことです。

フィードバック 目標達成のために行動した結果を情報として伝えることです。

OJT
職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し、日常的に職務のあらゆる場面を通じて
業務に必要な知識・技術・技能・態度などを、計画的・継続的・反復的に指導
し、習得させることです。「On-the-Job Training」の略です。


